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パブリックコメント「習志野市第 3次男女共同参画基本計画（令和 2年度～令和 7年度）（案）」いただいたご意見と市の考え方 

 

募集期間：令和元年 12月 1日～12月 28日 

意見提出者数：2名 

意見件数：10件 

                                   

№ 項目 頁 ご意見の概要（一部要約） 市の考え方 

1 男女平等教

育・学習の

推進 

19･20 Ⅰ・2男女平等教育・学習の推進について 

子どもへの教育は何よりも大切です。P23、35 で発達段階

に応じて、男女の成長の違いや生命誕生の仕組みを学習

し、・・・とありますが、具体的に小さい頃からカリキュラム

に入れ、性を大切にすることを学べるようにしてほしいと思

います。“男の子でしょ！”とか“女の子だから！”といった

押しつけはしないように 1 人 1 人で見る、育てる視点を大事

にしてほしいです。特にトイレや体操着への着替えなど配慮

（施設として）してほしいです。 

いただきましたご意見を参考に男女平等教育・学習の推進

に取り組んでまいります。 

2 防災におけ

る男女共同

参画の推進 

28 P28、63 でもあるように、今年は千葉県に大きな被害があ

りました。習志野でも避難所を利用した人が数多くいたと聞

いています。災害時には特に子どもや高齢者、障がいを持っ

ている人や女性など、避難所にいづらい、不都合なことがた

くさんあったと聞いています。もっと具体的にそれぞれの立

場から要望をあつめ、いざという時に準備する必要があると

思います。早急に担当課と協議して下さい。 

本計画（案）においては、男女共同参画及び性の多様性の

視点での取り組みについて位置づけております。ご意見の子

ども、高齢者や障がいのある人など避難所で配慮が必要な人

への対応については、本市の地域防災計画や災害時における

要配慮者支援マニュアル、避難所運営マニュアル等に基づい

て対応することとしております。 

令和元年に経験した台風への対応において、多くの課題が

見えてきました。そこで、現在、全庁的な組織を編成し、今

回の対応について、成果や課題も含めて、振り返り検証して

おります。今後それらの結果を取りまとめ、計画やマニュア

ルを修正するなど風水害への備えを一層強化してまいりま

す。 
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3 家庭生活と

社会生活の

両立に向け

た子育て支

援・介護支

援 

32 81 保育の拡充は認可保育園を増やすことにかぎります。安

心、安全な保育を市が守り、作っていってほしいです。 

本計画（案）では、家庭生活と社会生活の両立に向けた支

援の方向性として、多様な保育ニーズの拡充について記載し

ております。 

認可保育所の増設など、保育定員の拡充に向けましては、

「子ども・子育て支援事業計画（案）」に記載しており、計画

に基づく事業を実施することで、待機児童の解消を図ってま

いります。 

4 家庭生活と

社会生活の

両立に向け

た子育て支

援・介護支

援 

32 87 放課後児童会も市では公立で各学校にあり、満杯の状態

です。市民から求められているからです。民間に委託せず、

増やしていけるよう市に働きかけてほしいです。 

本計画（案）では、家庭生活と社会生活の両立に向けた支

援の方向性として、多様な保育ニーズの拡充について記載し

ております。 

 放課後児童会については今後も需要が増えることが見込ま

れることから、安定した受け入れが実施できるよう、「子ど

も・子育て支援事業計画（案）」に記載したとおり、計画的な

施設整備を行ってまいります。また、職員確保のため、一部

の児童会運営については、民間業務委託を実施してまいりま

す。 

5 家庭生活と

社会生活の

両立に向け

た子育て支

援・介護支

援 

33 92 介護者の支援体制の充実はまったなしです。介護施設を

増やし待機者をなくしていけるよう計画に入れて下さい。 

本計画（案）では、家庭生活と社会生活の両立に向けた支

援の方向性として、介護者の支援体制の拡充について記載し

ております。 

高齢者福祉及び介護保険に係る計画については、「習志野市

光輝く高齢者未来計画 2018（高齢者保健福祉計画・第 7期介

護保険事業計画）」に記載しております。 

当該計画に基づき、介護が必要となった高齢者が住み慣れ

た地域での暮らしを継続できるよう、計画的な施設整備を行

ってまいります。 
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6 配偶者・パ

ートナーの

間に生じる

暴力（ＤＶ）

の防止と対

応 

22～

24 

ＤＶ加害者のほとんどは男性ですが「習志野市第 3次男女

共同参画基本計画（案）」の中で男性に対する具体的な対応は

ないに等しいです。「ＤＶに関する啓発」（P23）では一般的で

あり対象範囲が広すぎ、実際に加害行為を行っている男性へ

啓発が届くかどうか疑問です。 

ＤＶ問題はほとんどの場合、女性の問題ではなく、ＤＶ加

害の圧倒的多数を占める男性の問題ですので、男性への対応

を是非お願いいたします。 

男性の生き方相談事業について 

具体的には「男性の生き方相談」の事業を開始して下さい。

「習志野市第 2次男女共同参画基本計画」でも「男性相談へ

の取組みについては相談状況を見すえて検討します。」（P27）

とありますが、「習志野市第 3次男女共同参画基本計画（案）」

でも「男性相談の実施について検討します」（P23）と、何ら

進展もないままです。その一方、男性からの相談が平成 24

年度から 30年度にかけ、5件、2件、5件、2件、2件、2件、

3件と（習志野市第 2次男女共同参画基本計画《平成 26年度

～28年度》重点施策評価シート、第 2次男女共同参画基本計

画《改訂版》評価シートより）、毎年相談実績があります。事

業そのものを実施していると広報していないにもかかわらず

相談する男性が毎年数人でも存在するということは、市民の

ニーズを拾い切れているとは思えません。男性が相談に訪れ

れば相談に応じるという姿勢なら、男性相談を実施している

と広報すればよいのではないでしょうか。検討中と先延ばし

している数年間の間に、毎年必ず男性相談者が訪れている現

状を習志野市としてどのようにお考えでしょうか。 

行政や専門機関などの第三者からＤＶ行為を指摘されるこ

とで、大きく変化するＤＶ加害者も存在すると思われます。

まずは、加害者が自分が行っている行為がＤＶに該当すると

認識しなければＤＶ問題は何も解決しません。ＤＶ加害者男

性を相談に導くために、「男性の生き方相談」を早急に開始し

て下さい。 

本市では、ＤＶ防止法に基づき、配偶者からの暴力の防止

及び被害者保護のため、ＤＶ防止法に基づく市町村基本計画

を策定し、男性、女性の区別なく取り組んでおります。男性

からの相談は男女共同参画センターにて相談を受け、必要に

応じて、関係機関などと連携しながら対応しており、ＤＶ相

談窓口として周知しております。 

男性相談のニーズ把握は、平成３０年度に実施した男女共

同参画に関する市民意識調査において、ＤＶ被害を受けた男

性の相談希望調査を行い、市が実施する男性相談の利用希望

は電話相談の利用も含め、４３．５％ありました。 

ご指摘いただきました男性の自殺者が多い状況であるこ

と、生きづらさを感じている男性などが悩みを相談すること

によりＤＶの防止へとつながることや男性相談利用意向調査

の結果を踏まえ、専門相談員による男性相談を実施している

県内市町村の状況を把握し、男性のさまざまな相談に対応す

る専門相談員による総合的な男性相談について検討してまい

ります。 

また、ご意見をいただきました「ＤＶ被害者の安全を確保

し、安心して新たな生活をスタートさせるためには」の記載

につきましては、第一に被害者の安全を確保した上で、被害

者の意思を尊重し、被害者自身が希望する方向性に応じた支

援を行うものでありますが、離別を想定させる表現ともとれ

るため、一部修正をいたします。 

なお、加害者対応につきましては、ＤＶの防止に向けて必

要な取り組みであると認識しておりますが、現在、国におい

て加害者更生プログラムを含む加害者対応について調査、検

討している段階であることから、今後の国の動向について注

視しながら、引き続き、ＤＶの防止と対応に取り組んでまい

ります。 
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「ＤＶ被害者の安全を確保し、安心して新たな生活をスタ

ートさせるためには」（P22）とありますが、被害者を加害者

から引き離すだけでよいのでしょうか。もちろん被害者の安

全のためや両者が落ち着いて今後の人生を考えるために、一

時的な避難や別居が必要な場合も多数あります。ＤＶ加害行

為をしてしまった者であっても、本人の変わりたいという強

い意志と、適切な加害者プログラムに継続的に通うことで、

多くの場合改善が見られます。今回の「習志野市第 3次男女

共同参画基本計画（案）」では、被害者が新たな生活をスター

トさせることを前提にしており、不十分であると考えます。 

ＤＶ行為があったことは事実だけれども、加害者が変わる

ことでそれを乗り越え、お互いを真に尊重し、家事育児を夫

婦で分担し人生を共に歩み、子どもを育てていくことも、男

女共同参画社会の一つではないでしょうか。被害者と加害者

が離れて終わりならば、その加害者による新たな被害者が生

まれかねません。習志野市が市民のＤＶに関わった時点で、

被害者を守り、加害者に新たな加害をさせないことが必須で

はないでしょうか。 

また、日本における自殺者数を性別で比較した場合、平成

30年の統計で女性 6550人、男性 14290人と男性の自殺者が

女性の約 2.2倍となっています。自分の中に抱えるのではな

く、相談することで少しでも楽になれることがあります。こ

のような内に抱えがちな男性の受け皿を習志野市として用意

しなくてよいのでしょうか。一方の性別のみに相談の受け皿

を用意していることが男女共同参画社会の弊害となってはい

ないでしょうか。 
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7 配偶者・パー

トナーの間

に生じる暴

力（ＤＶ）の

防止と対応 

22～

24 

「ＤＶに関する啓発」について 

ＤＶ対策として、ＤＶ加害者のほとんどを占める男性へ直

接的にアピール、啓発することが必要不可欠であり、男性ト

イレ内での掲示は正に的確なものです。また、女性トイレへ

の被害相談の掲示も同様にお願いいたします。必要な予算も

掲示物の印刷費用だけであり、習志野市が市として本気にな

れば、すぐにでも始められるものです。市役所、市立図書館、

公民館など複数の施設にわたり掲示することが可能だと思わ

れます。 

ＤＶの防止及び被害者保護のためには、市民一人ひとりが

ＤＶを正しく理解することが重要となり、加害者の気付きに

もつながります。ご提案いただきましたトイレ内への掲示は

ＤＶに関する啓発の参考とさせていただきます。なお、市庁

舎の女性トイレには「女性の生き方相談」及び「女性サポー

トセンター」のステッカーをすでに掲示、設置しております。 

8 配偶者・パー

トナーの間

に生じる暴

力（ＤＶ）の

防止と対応 

23 「デートＤＶに関する啓発」について 

市内の高校、大学などの両性のトイレ内にデートＤＶに関

する掲示をお願いすることもできると思います。若い世代へ

の啓発のために、できることはすぐに始めることが必要では

ないでしょうか。 

本計画（案）においては、基本目標１、課題４「配偶者・

パートナーの間に生じる暴力（ＤＶ）の防止と対応」の事業

番号３６「デートＤＶに関する啓発」を新規に事業として位

置づけております。ご提案の方法は参考とさせていただきま

す。 

9 配偶者・パー

トナーの間

に生じる暴

力（ＤＶ）の

防止と対応 

22～

24 

ハガキ送付の提案 

加害者のほとんどを占める男性と被害者の女性への集中的な

啓発方法として、ハガキ送付を提案いたします。 

一定の年齢に到達した市民へ健康診断を実施しているよう

に、婚姻後一定の年数が経過した夫婦へ、どんなことがＤＶ

に該当するのか、身体的暴力だけでなく、精神的暴力、経済

的暴力などもＤＶに該当し、ＤＶに関する相談事業を性別を

問わず行っている案内を送付することで、早期の相談へ結び

つけることができます。ハガキ送付は世帯主宛てや連名では

なく、夫婦それぞれへの郵送が必要だと思います。 

ＤＶの具体的な事例を挙げ、ＤＶが小さなうちに相談へ結び

つけられるようにしていただきたいです。男性相談を実現し、

女性からの相談だけではなく、男性からの相談も実施してい

ることの広報をお願いいたします。 

エスカレートしていくＤＶに対し、取り返しのつかない段階

ではなく、ＤＶが始まってしまった早期の段階で相談できる

態勢へお願いいたします。何よりも加害者が自分の加害行為

習志野市個人情報保護条例の規定により、各課で収集し、

保有している住所、氏名等の個人情報は法律上の規定等がな

い限り、目的外で別の課が利用することはできないことから、

ご提案の市民へのＤＶ相談案内ハガキの送付については実施

する予定はありません。ご理解ください。今後も引き続き、

さまざまな方法を活用し、ＤＶの啓発及び相談窓口の周知を

行ってまいります。 
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に気付くことが必要であり、ハガキ送付はその促しとなりま

す。 

10 配偶者・パ

ートナーの

間に生じる

暴力（ＤＶ）

の防止と対

応 

22～

24 

加害者向けパンフレット作成の提案 

 習志野市にはＤＶに関するパンフレットとしてＡ４判８

枚のものがあります、これは主にＤＶに関する一般的な啓

発と被害者の方へのためのものです。これとは別に、加害

者向けのパンフレットの作成を提案いたします。 

 習志野市の平成３０年度中のＤＶについての相談は２０

１件ありました。ということは、ほぼ同じ数だけの加害者

である市民がいるはずです。 

 親密な関係である被害者からの訴えではなく、習志野市

作成の加害者へ直接的に訴えかける内容のパンフレットを

目にすることで、何がＤＶであるかを理解し、自らのＤＶ

加害行為に気づくことができる加害者もいると考えます。

そしてそのような加害者を、男性の生き方相談へ結びつけ

ることが必要ではないでしょうか。 

 被害相談に訪れた相談者から加害者へ渡せる場合は相談

者経由で、若しくは相談者からの情報で、加害者宛てへ郵

送することが可能だと思います。 

 取り返しがつく段階でＤＶ加害行為をしてしまった市民

が自らを振り返ることができる、加害者向けパンフレット

の作成を是非お願いいたします。 

ＤＶの啓発については、本計画（案）において、基本目

標Ⅰ、課題４「配偶者・パートナーの間に生じる暴力（Ｄ

Ｖ）の防止と対応」の事業番号３３「ＤＶに関する啓発」

を位置づけております。ご意見をいただきました加害者へ

の気付きとなるパンフレット等については、今後のＤＶ啓

発の参考とさせていただきます。 

また、ご提案のＤＶ加害者へのパンフレットの送付につ

きましては、被害者が相談した内容は、秘匿であり、その

情報を利用して加害者へパンフレット等を送付することは

被害者に更なる危険が及ぶことも考えられるため、実施す

る予定ありません。ご理解ください。しかしながら、被害

者から相談の際にＤＶに関する資料や情報などの提供希望

があった場合には、必要に応じて被害者に対して提供をし

てまいります。 

 


